
 

                                       

 

【目的】【目的】【目的】【目的】    まちづくり交付金は、まちづくり交付金は、まちづくり交付金は、まちづくり交付金は、地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史・文化・自然環境の特性を・文化・自然環境の特性を・文化・自然環境の特性を・文化・自然環境の特性を

活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生

を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上とを効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上とを効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上とを効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と

地域経済・社会の活性化を図るため平成地域経済・社会の活性化を図るため平成地域経済・社会の活性化を図るため平成地域経済・社会の活性化を図るため平成 16161616 年度に創設された制年度に創設された制年度に創設された制年度に創設された制

度です。度です。度です。度です。 
 

【特徴】【特徴】【特徴】【特徴】    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり交付金事業について 

    
【制度の概要】【制度の概要】【制度の概要】【制度の概要】    

 

 

【【【【活用イメージ活用イメージ活用イメージ活用イメージ】】】】    

【【【【春日井市内のまちづくり交付金採択地区春日井市内のまちづくり交付金採択地区春日井市内のまちづくり交付金採択地区春日井市内のまちづくり交付金採択地区】】】】    

春日井市では春日井市では春日井市では春日井市では、以下の３地区でまちづくり交付金を活用したまち、以下の３地区でまちづくり交付金を活用したまち、以下の３地区でまちづくり交付金を活用したまち、以下の３地区でまちづくり交付金を活用したまち

づくりを進めています。づくりを進めています。づくりを進めています。づくりを進めています。 

地区名地区名地区名地区名    交付期間交付期間交付期間交付期間    

1.1.1.1.松河戸地区松河戸地区松河戸地区松河戸地区    HHHH16161616～～～～H20H20H20H20    

2.2.2.2.ＪＲ神領駅周辺地区ＪＲ神領駅周辺地区ＪＲ神領駅周辺地区ＪＲ神領駅周辺地区    H16H16H16H16～～～～H20H20H20H20    

3.3.3.3.勝川駅周辺地区勝川駅周辺地区勝川駅周辺地区勝川駅周辺地区    H17H17H17H17～～～～H21H21H21H21    
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            地区名                                          交付期間 
1.松河戸地区                                         H16～H20 
2.JR神領駅周辺地区                           H16～H20 
3.勝川駅周辺地区                               H17～H21 
4.松河戸地区（第２期）                 H21～H25 
5.JR神領駅周辺地区（第２期）   H21～H25 
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kasugaiuser1
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【春日井市内のまちづくり交付金地区】
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    春日井市では、以下の地区でまちづくり交付金を活用したまち
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　づくりを進めています。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ＰＤＣＡサイクルの確立 

事後評価の重視と事業の成果を踏まえた「今後のまちづくり方策」

の作成。 

2.わかりやすさと透明性の確保 

 事前に数値目標を設定し、交付終了年度に達成度を確認・公表。 

3.市町村の主体的な取り組み 

 市町村自らが目標、指標、数値目標を設定し、事前・事後評価を

実施。 

まちづくり交付金の評価の特徴 

 

目 的 

まちづくりの目標、交付金により行おうとする事業の適切性事業の適切性事業の適切性事業の適切性（目標

の妥当性、計画の効果・効率性等）を明らかにし、内容を住民に

分かりやすく説明すること（市町村）、国費投入の適正性の確保

（国）を目的とする。 

内 容 

  「事前評価チェックシート」により評価を実施 

（評価項目） Ⅰ.目標の妥当性  Ⅱ. 計画の効果・効率性 

         Ⅲ.計画の実施可能性 

事 前 評 価 の 目 的 と 内 容 

 

目 的 

交付金がもたらした成果等を客観的に診断し、成果等を客観的に診断し、成果等を客観的に診断し、成果等を客観的に診断し、成否の要因を分成否の要因を分成否の要因を分成否の要因を分

析析析析して、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、これらを住

民に分かりやすく説明することを目的とする。 

内 容 

方法書の作成  

事後評価の円滑な実施のため、「方法書」を作成 

事業の成果及び実施過程の検証  

数値目標の達成度等について検証 

今後のまちづくり方策の検討  

今後のまちづくり方策、目標を達成するための改善措置を作成 

事 後 評 価 の 目 的 と 内 容 

 

市町村は、事後評価結果の合理性・客観性を担保する

ため、第三者によって構成される「まちづくり交付金評価委

員会」の審議を経ることが必須です。 

 事後評価結果の合理性・客観性の担保については、市町

村自らが取り組む必要があります。 

 

目 的 

市町村による事後評価等が適切に遂行されたことを中事後評価等が適切に遂行されたことを中事後評価等が適切に遂行されたことを中事後評価等が適切に遂行されたことを中

立・公平な立場で審議する立・公平な立場で審議する立・公平な立場で審議する立・公平な立場で審議する（適切に遂行されたことを確

認し、必要な意見を述べる）ことを目的とします。 

要 件 

  学識経験のある有識者等数名学識経験のある有識者等数名学識経験のある有識者等数名学識経験のある有識者等数名により構成 

  【既存機関の活用】市町村または、県が設置している

委員会等における委員を「まちづくり交付金評価委

員会」の委員とすることも可能です。 

審議の内容 

・ 方法書に従って評価が方法書に従って評価が方法書に従って評価が方法書に従って評価が実施実施実施実施されているかされているかされているかされているか    

・ 事後評価原案の公表は適切に行われたか事後評価原案の公表は適切に行われたか事後評価原案の公表は適切に行われたか事後評価原案の公表は適切に行われたか    

 

＊都市計画やまちづくり等の分野に知見のある専門家を委

員に加えることにより、「まちづくり交付金評価委員会」にお

いて「成果発現要因の整理」、「今後のまちづくり方策」につ

いての意見聴取を行ってもよいとされています。 

まちづくり交付金評価委員会について 

【【【【ＰＤＣＡサイクルのイメージＰＤＣＡサイクルのイメージＰＤＣＡサイクルのイメージＰＤＣＡサイクルのイメージ】】】】    

【【【【まちづくり交付金の評価の流れまちづくり交付金の評価の流れまちづくり交付金の評価の流れまちづくり交付金の評価の流れ】】】】    

 
まちづくり交付金及び事後評価に関する情報 
 

まちづくり交付金情報システム（まち交ネット） 

http://www.machikou-net.org/ 

 

春日井市ホームページ（まちづくり交付金） 

http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/kukaku/machiko.html 

 




